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経 済 産 業 省

環境省と同時発表

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る

勧告及び報告徴収について

株式会社コジマは本社を宇都宮市に置き、全国で２２６店舗（平成１９年９月末

現在）を展開している大手家電量販店です。

同社の中部地区の店舗において、引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡

されていないことが判明しました。

これは家電リサイクル法第１０条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当するこ

とから、平成１９年１０月１６日に同法第１６条第１項に基づき製造業者等に廃家

電を適正に引渡すべき旨の勧告を行うとともに、同法第５２条の規定に基づき、中

部地区での引渡義務違反について原因究明・再発防止策等、平成１６年４月～平成

１９年９月末までの全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況、今後１年間の全国の

各店舗別の引取り及び引渡し状況について報告を求め、また全国の経済産業局及び

地方環境事務所（中部を除く ）において各管内の同社の店舗に対して一斉に同法。

第５３条に基づく立入検査を行いました（平成１９年１０月１６日付発表 。）

平成１９年１２月４日、同社から当該報告書の提出があり、内容を確認したとこ

ろ、平成１６年４月～平成１９年９月末までに全国で約３７２万台引き取った廃家

、 、電のうち 約７万７千台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明し

その背景が主として家電リサイクル券の管理体制が著しく不適正であったことによ

るものであることが明らかになったことから、本日、同法第４７条に基づき家電リ

サイクル券の管理体制の改善を図るよう勧告を行うとともに、原因等の調査結果、

引渡義務違反の廃家電の特定、再発防止策の履行状況、リサイクル料金の排出者へ

の返還状況について同法５２条に基づく報告を求めました。

また、本件のような大規模小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図る

ため、大規模小売業者に対し、本日付で小売業者における廃家電及び家電リサイク

ル券の管理の強化について周知徹底を行いました。



１．経緯・事実関係

株式会社コジマは本社を宇都宮市に置き、全国で２２６店舗（平成１９年９月末現

在）を展開している大手家電量販店です。

同社の中部地区の１店舗に経済産業省中部経済産業局及び環境省中部地方環境事務

所が立入検査を実施するとともに、同店の近隣に位置する１０店舗について同社に任

、 （ 「 」 。）意に報告を求めたところ 引き取った特定家庭用機器廃棄物 以下 廃家電 という

の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明したため、平成１９年１０月１

６日に特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号。以下「家電リサイクル

法」という ）第１６条第１項に基づき製造業者等に廃家電を適正に引き渡すべき旨の。

勧告を行うとともに、同法第５２条に基づき、中部地区での引渡義務違反について原

因究明・再発防止策等、平成１６年４月～平成１９年９月末までの全国の各店舗別の

引取り及び引渡し状況、今後１年間の全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況につい

。 （ 。）て報告を求めました また同時に全国の経済産業局及び地方環境事務所 中部を除く

において、各管内の同社の店舗に対して、一斉に家電リサイクル法第５３条に基づく

立入検査を行いました（平成１９年１０月１６日付発表 。）

平成１９年１２月４日、同社からの当該報告書の提出があり、内容を確認したとこ

ろ、平成１６年４月～平成１９年９月末までに全国で約３７２万台引き取った廃家電

のうち、７６，７４５台の廃家電が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明

しました。

○ 製造業者等に引き渡されていなかった廃家電の数

（平成１６年４月～１９年９月末の合計）

（単位：台）

エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機 ４品目計

５４，５３７ １７，７６９ ２，３１３ ２，１２６ ７６，７４５

※株式会社コジマからの報告によれば 廃家電や特定家庭用機器廃棄物管理票 以、 （

下「家電リサイクル券」という ）の管理が適切でなかったため、店舗の売上デ。

ータにより引き取った台数は確認できたが、家電リサイクル券の控えが保管さ

れていないものが多数存在する等の状況です。このため、上記台数は、店舗の

売上データや家電リサイクル券（家電リサイクル券センターのデータを含む ）。

により、引き取った事実が確認できたもののうち、製造業者等に引き渡された

ことが確認できない廃家電の台数です。

なお、株式会社コジマは、所在が分からなくなった廃家電については、排出者へリ

サイクル料金の返還を行うこととしています。

２．家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収について

製造業者等への引渡義務違反については、既に平成１９年１０月１６日付で家電リ

サイクル法第１６条第１項に基づき勧告を行っていますが、今回さらに、全国で７６，



７４５台の廃家電が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明し、その背景が

主として家電リサイクル券の管理体制が著しく不適正であったことによるものである

ことが明らかになったことから、家電リサイクル法第４７条に基づき家電リサイクル

券の管理体制の改善を図るよう以下のとおり勧告を行うとともに、同法第５２条に基

づき、原因等の調査結果、引渡義務違反の廃家電の特定、再発防止策の履行状況、リ

サイクル料金の排出者への返還状況について、報告を求めました。

（１）勧告及び報告徴収の名宛人

株式会社コジマ 代表取締役社長 小島 章利

（２）勧告内容

家電リサイクル法第４３条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定を確実に実

施するとともに、その確実な実施を確認するために必要な対策を講ずること。

（参考）

・家電リサイクル券の写しの排出者への交付義務（第４３条第１項）

・廃家電を引き渡す際に製造業者等への家電リサイクル券の交付義務（第４３

条第２項）

（ ）・製造業者等から回付されてきた家電リサイクル券の保存義務 第４３条４項

・排出者への家電リサイクル券の閲覧応諾義務（第４３条第５項）

（３）報告を求める事項

１）平成１６年４月から平成１９年９月末における株式会社コジマでの特定家庭

用機器廃棄物（以下「廃家電」という ）の引渡義務違反に係る原因等の調査。

結果

２ 家電リサイクル法第１７条により廃家電を引き取るべき製造業者等 以下 再） （ 「

商品化等実施者」という ）に引き渡されていなかった廃家電それぞれについ。

て以下の事項

①家電リサイクル券の管理番号

②排出者の氏名又は名称

③排出者の電話番号

④家電リサイクル券の交付年月日（排出者からの引取日）

⑤店舗名又は物流センターの名称

⑥引き取る廃家電（品目名）

⑦再商品化等実施者の氏名又は名称

⑧排出者から受領したリサイクル料金

⑨廃家電の収集又は運搬を受託した者の名称（委託していない場合は、収集又

は運搬を行った店舗名）

⑩引渡先及び引渡先における状況



３）毎月の再発防止策の履行状況

４）毎月のリサイクル料金の排出者への返還状況

（４）報告期限

１）上記（３）１）については、平成１９年１２月１９日（水）まで

２）上記（３）２）については、平成２０年２月２９日（金）まで

３）上記（３）３ 、４）については、平成１９年１１月から平成２０年１０月）

までの各月分について当該月の翌月末日まで

３．他の小売業者に対する注意喚起

本件のような大規模小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図るため、大

規模小売業者に対し、平成１９年１２月５日付で小売業者における廃家電及び家電リ

サイクル券の管理の強化について周知徹底を行いました。

４．参考

＜会社概要＞

会 社 名 株式会社コジマ

所 在 地 栃木県宇都宮市星が丘２－１－８

設 立 昭和３８年８月

資 本 金 １８９億１，６４４万円

従業員数 ４，８６８名

、 、 、 、事業内容 一般家庭用電化製品 ＡＶ・ＯＡ機器 ＣＤ・ＤＶＤソフト 医薬品

化粧品、健康食品の販売、及びアフターメンテナンス（平成１９年５月

３１日現在）

別添：小売業者における特定家庭用機器廃棄物及び特定家庭用機器廃棄物管理票の管

理の強化について（大規模小売業者への注意喚起）

（本発表資料のお問い合わせ先）

経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 環境リサイクル室

電 話：０３－３５０１－１５１１(内線３９８１)

担当者：髙橋、五十棲、鯉江、内藤



（別添）

平成１９・１２・０４情第２号

環廃企発第０７１２０５００１号

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月 ５ 日

主要大規模小売業者

代表者 名

経済産業省商務情報政策局長 岡田 秀一

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 由田 秀人

小売業者における特定家庭用機器廃棄物及び特定家庭用機器廃棄物管

理票の管理の強化について

一部の小売業者が、特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号。以下

「家電リサイクル法」という ）に基づき排出者から特定家庭用機器廃棄物（以下。

「廃家電」という ）を引き取っていながら、適切な管理を行わず、その一部を製。

造業者等へ引き渡していなかったことや、特定家庭用機器廃棄物管理票の適切な管

理を行っていなかったことから、今年度既に４件の家電リサイクル法に基づく勧告

・厳重注意を行いました。

排出者から引き取った廃家電を小売業者が製造業者等に引き渡すこと及び特定家

庭用機器廃棄物管理票を適切に管理することは、家電リサイクル法が定める小売業

者の重要な役割であり、確実な引渡し・管理が行われていなかったことは、誠に遺

憾であります。

今後、類似事案の発生を防止するため、貴社におかれましても、下記事項の徹底

について貴社内に対し周知方お願いします。

記

１．リサイクル料金の管理体制について



排出者から受領するリサイクル料金（家電リサイクル法第１１条に基づく収集

運搬に関する料金及び家電リサイクル法第１９条に基づく再商品化等に必要な行

為に関する料金のことをいう。以下同じ ）は、ＰＯＳ（販売時点管理システム。

等）にそれぞれ専用のコードを設定し、製品販売代金等と区分して管理し、経理

上、他と分けて集計することが可能なようにすること。

２．コンピュータシステムによる特定家庭用機器廃棄物管理票等の管理の強化につ

いて

（１）家電リサイクル法第４３条に定める特定家庭用機器廃棄物管理票（以下

。 。「家電リサイクル券」という ）の管理をコンピュータシステムで行うこと

（２）売上伝票番号と家電リサイクル券の管理番号を関連付けして管理すること。

（３）排出者からリサイクル料金を受領した場合、当該排出者から廃家電を引き

取ったこと及び当該排出者に家電リサイクル券の写し（以下「４番券」とい

う ）を交付したことを、当該廃家電の現物や当該家電リサイクル券の控え。

（以下「１番券」という ）などにより確認すること。。

この場合において、コンピュータシステムに排出者からの引取日や家電リ

サイクル券の管理番号を入力することにより、廃家電を排出者から引き取っ

たことを確認するだけではなく、排出者から引き取られていない廃家電がな

いことを確認できるようなコンピュータシステムを構築すること。

（４）排出者から引き取った廃家電が再商品化等実施者に引き渡されていること

を再商品化等実施者から回付を受けた家電リサイクル券（以下「２番券」と

いう ）と１番券を突き合わせることにより確認すること。。

この場合、指定引取場所での引渡日などをコンピュータシステムに入力す

ることにより、再商品化等実施者に引き渡したことを確認するだけでなく、

引き渡されていない廃家電がないことを確認できるようなコンピュータシス

テムを構築すること。

（５）排出者から家電リサイクル券の閲覧を求められたときや排出者へリサイク

ル料金を返還する必要が生じた場合に備え、コンピュータシステムで、廃家

電１台ごとに①店舗名、②売上伝票番号、③家電リサイクル券の管理番号、

④排出者の氏名又は名称、⑤排出者の電話番号、⑥家電リサイクル券の交付

年月日（排出者からの引取日 、⑦引き取る廃家電（品目名 、⑧再商品化） ）

等実施者名、⑨排出者から受領したリサイクル料金、⑩収集運搬受託者名、

⑪一時保管場所名、⑫指定引取場所での引渡日が関連づけて検索できるコン

ピュータシステム（排出者の氏名、電話番号などがＰＯＳ側でデータ蓄積さ

れている場合を含む ）を構築すること。。

（６）未使用の家電リサイクル券の在庫管理ができるコンピュータシステムを構

築すること。



３．家電リサイクル券の適切な保存等について

（１）未使用の家電リサイクル券は適切に保管すること。

（２）各店舗において管理している未使用の家電リサイクル券については、混乱

を避ける観点から、必要以上に店舗間において移動を行わないこと。

（３）各店舗において統廃合があった場合には、統廃合された店舗の未使用の家

電リサイクル券についても、他の店舗に承継する等により、適切に管理する

こと。

（４）２番券は、排出者からの閲覧したい旨の申出に備え整理し、回付を受けた

日から３年間保存すること。

（５）１番券は、少なくとも２番券の回付を受けるまでは保存すること。

４．家電リサイクル券の取り扱いに係る留意事項

家電リサイクル券の書き損じ、排出者による廃家電の排出の取りやめ、家電リ

サイクル券の紛失等があった場合においても、廃家電と家電リサイクル券の管理

に齟齬が生じないよう、適切に管理すること。

５．子会社等への指導

子会社やグループ会社、フランチャイジーにおいても上記１～４について適切

な措置を取るよう指示・指導すること。


